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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月29日(2010.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程：
（ａ）２つの直交する寸法がａ*とｂ*の成長表面を有する単結晶ダイヤモンド種子を選択
する工程、ここで、ａ*は、前記成長表面の平面内の＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿
って実質的に整列している、前記成長表面の最大寸法であり、ｂ*は、前記成長表面の平
面内にあるａ*に直交する方向の、前記成長表面の最大寸法であり、ａ*／ｂ*と定義され
る前記成長表面のアスペクト比は少なくとも１．５である、
（ｂ）前記種子を、基材の表面の上又は中に、前記種子の前記成長表面が露出され、かつ
前記種子の前記成長表面が前記基材の前記表面に実質的に平行になるように載せる工程、
及び
（ｃ）少なくとも前記種子の前記成長表面上で単結晶ダイヤモンドが生成されるような条
件下、高温高圧環境内で結晶を成長させる工程
を含む、単結晶ダイヤモンドの合成方法であって、
合成された単結晶ダイヤモンドの、＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って整列している
最大寸法ａ#が少なくとも６ｍｍを超える、前記方法。
【請求項２】
　前記単結晶ダイヤモンド種子の前記成長表面の寸法ａ*が少なくとも３ｍｍである、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記単結晶ダイヤモンド種子の前記成長表面の寸法ｂ*が２ｍｍ未満である、請求項１
又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択されたダイヤモンド種子が、該種子の成長表面の少なくとも約３０％が単一の
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成長セクターであるような種子である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　２つの直交する寸法がａ*とｂ*の成長表面を有する単結晶ダイヤモンド種子であって、
ａ*は、前記成長表面の平面内の＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って実質的に整列し
ている、前記成長表面の最大寸法であり、ｂ*は、前記成長表面の平面内にあるａ*に直交
する方向の、前記成長表面の最大寸法であり、ａ*／ｂ*と定義される前記成長表面のアス
ペクト比は少なくとも１．５である、前記単結晶ダイヤモンド種子。
【請求項６】
　前記成長表面の寸法ａ*が少なくとも３ｍｍである、請求項５に記載の単結晶ダイヤモ
ンド種子。
【請求項７】
　前記成長表面の寸法ｂ*が２ｍｍ未満である、請求項５又は６に記載の単結晶ダイヤモ
ンド種子。
【請求項８】
　前記ダイヤモンド種子が、該種子の成長表面の少なくとも約３０％が単一の成長セクタ
ーであるようなダイヤモンド種子である、請求項５～７のいずれか１項に記載の単結晶ダ
イヤモンド種子。
【請求項９】
　請求項５～８のいずれか１項に記載の単結晶ダイヤモンド種子の、単結晶ダイヤモンド
を合成するための高温高圧法での使用。
【請求項１０】
　いずれの表面Ｓ#についても、合成されたままのアスペクト比が少なくとも１．５であ
る合成単結晶ダイヤモンド材料であって、
　前記合成されたままのダイヤモンド結晶のアスペクト比はａ#／ｂ#と定義され、Ａ#と
Ｂ#は、前記合成されたままの単結晶ダイヤモンド材料の種子面に実質的に平行である｛
１００｝又は｛１１０｝平面のどちらかに実質的に平行な、前記単結晶ダイヤモンド材料
の抽象的な表面Ｓ#を定義し、Ａ#は、＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って実質的に整
列している、前記表面Ｓ#内の、前記合成されたままの単結晶ダイヤモンド材料の最大寸
法であり、Ｂ#は、＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って実質的に整列している、前記
表面Ｓ#内でＡ#と直交する、前記合成されたままの単結晶ダイヤモンド材料の最大寸法で
あり、前記抽象的な表面Ｓ#は、現実の外側表面又は概念上の内側表面であってよく；か
つ
　＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って実質的に整列しており、前記表面Ｓ#に実質的
に平行な、前記合成されたままの単結晶ダイヤモンド材料の最大寸法ａ#が、少なくとも
６ｍｍである、前記合成単結晶ダイヤモンド材料。
【請求項１１】
　前記合成されたままの単結晶ダイヤモンドが体積で少なくとも５０％の単一の成長セク
ターを含む、請求項１０に記載の合成単結晶合成ダイヤモンド材料。
【請求項１２】
　全体的に単一の成長セクター内にある、＜１００＞又は＜１１０＞方向に沿って整列し
ている、前記最長寸法が少なくとも５ｍｍを超える、請求項１０又は１１に記載の合成単
結晶ダイヤモンド材料。
【請求項１３】
　前記結晶の表面積の少なくとも５０％が｛１００｝型平面を構成する、請求項１０～１
２のいずれか１項に記載の合成単結晶ダイヤモンド材料。
【請求項１４】
　前記単一の成長セクターが｛１００｝又は｛１１０｝成長セクターである、請求項１２
又は１３に記載の合成単結晶ダイヤモンド材料。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の単結晶ダイヤモンド材料を含む切断工具。
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